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新
年
の
御
挨
拶

食
の
安
全
の
確
保
に
向
け
、着
実
に
取
り
組
む
年
に

東
京
都
に
お
け
る
ふ
ぐ
の
取
扱
い
等
に

関
す
る
制
度
が
見
直
さ
れ
ま
す

　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

食
品
衛
生
自
治
指
導
員
の
皆
様
に
は
、
日
頃
か
ら
、
東
京
都
の
食
品
衛
生
行
政
に
多

大
な
る
御
理
解
、
御
協
力
を
い
た
だ
き
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
食
品
衛
生
法
改
正
に
伴
う
H
A
C
C
P
に
沿
っ
た
衛
生
管
理
導
入
、
営
業

許
可
業
種
再
編
、
食
品
等
の
リ
コ
ー
ル
情
報
報
告
制
度
新
設
な
ど
、
昨
年
、
多
く
の
制

度
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
行
政
も
含
め
、
事
業
者
の
方
々
に
も
大
き
な
変
化
を
も
た

ら
す
も
の
で
あ
り
ま
し
た
が
、
今
年
は
、
こ
の
よ
う
な
課
題
に
着
実
に
対
応
し
て
い
く

1
年
に
な
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

東
京
都
で
は
、
食
品
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進

を
図
る
た
め
、
東
京
都
食
品
安
全
推
進
計
画
を
策
定
し
、「
食
を
取
り
巻
く
環
境
の
変

化
に
対
応
す
る
自
主
的
な
取
組
の
推
進
」、「
情
報
収
集
や
調
査
、
監
視
指
導
等
に
基
づ

く
安
全
対
策
の
推
進
」、「
関
係
者
の
相
互
理
解
と
食
の
情
報
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
向
け
た

取
組
の
推
進
」
を
３
つ
の
柱
と
し
て
、
食
品
の
生
産
か
ら
消
費
に
至
る
各
段
階
に
お
い

て
施
策
を
実
施
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

特
に
、「
H
A
C
C
P
に
沿
っ
た
衛
生
管
理
の
導
入
・
定
着
の
推
進
」
は
、
重
点

施
策
と
位
置
づ
け
、
衛
生
管
理
計
画
の
作
成
・
記
録
を
補
助
す
る
「
食
品
衛
生
管
理

フ
ァ
イ
ル
」
の
提
供
や
、
施
設
を
訪
問
し
助
言
等
を
行
う
技
術
的
支
援
、
施
設
の

H
A
C
C
P
推
進
者
育
成
を
目
的
と
し
た
講
習
会
開
催
な
ど
、
様
々
な
取
組
を
進
め
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
今
般
の
食
品
衛
生
法
改
正
は
、
規
制
の
全
国
平
準
化
も
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
都
道
府
県
が
条
例
で
定
め
て
い
た
営
業
施
設
の
基
準
は
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
基
準
を
参
酌
す
る
こ
と
と
な
り
、
東
京
都
で
も
、
条
例
を
改
正
し
、
改
め
て
施

設
基
準
を
規
定
し
ま
し
た
。

　

全
国
平
準
化
に
関
連
し
て
、
現
在
、
東
京
都
は
、
ふ
ぐ
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
制
の

見
直
し
に
向
け
検
討
を
し
て
い
ま
す
。

　

東
京
都
食
品
安
全
審
議
会
は
、
規
制
範
囲
や
ふ
ぐ
調
理
師
免
許
制
度
、
ふ
ぐ
加
工
製

品
取
扱
届
出
制
度
な
ど
を
見
直
す
こ
と
を
答
申
し
て
お
り
、
今
後
、
答
申
を
踏
ま
え
制

度
改
正
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
食
品
等
の
リ
コ
ー
ル
情
報
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
各
自
治
体
が
条
例
に

基
づ
き
、
事
業
者
か
ら
報
告
さ
れ
た
情
報
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
て
き
ま
し
た
が
、

食
品
衛
生
法
及
び
食
品
表
示
法
の
改
正
に
よ
り
、
国
に
お
い
て
一
元
的
に
行
わ
れ
る
こ

と
と
な
り
、
消
費
者
の
利
便
性
が
高
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
制
度
改
正
に
伴
う
課
題
に
着
実
に
対
応
し
、
食
品
の
安
全
を
確
保
し
て

い
く
た
め
に
は
、
行
政
の
取
組
だ
け
で
は
な
く
、
事
業
者
の
方
々
の
御
協
力
が
必
要
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

食
品
衛
生
自
治
指
導
員
の
皆
様
に
は
、
引
き
続
き
都
の
取
組
へ
の
御
理
解
、
御
協
力

を
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
重
ね
て
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
皆
様
の
益
々
の
御
健
勝
と
御
活
躍
を
祈
念
申
し
上
げ
ま
し
て
、

年
頭
の
御
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

高
橋
　
真
吾

東
京
都
福
祉
保
健
局
健
康
安
全
部

食
品
危
機
管
理
担
当
課
長

【
ふ
ぐ
の
取
扱
い
に
関
す
る
現
行
の
規
制
】

◉
国
の
規
制

　

食
品
衛
生
法
で
は
、
ふ
ぐ
は
有
毒
部
位

の
除
去
に
よ
り
販
売
等
が
可
能
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
国
通
知
に
よ
り
「
フ
グ
の
処
理

は
、
有
毒
部
位
の
確
実
な
除
去
等
が
で
き

る
と
都
道
府
県
知
事
等
が
認
め
る
者
及
び

施
設
に
限
っ
て
行
う
こ
と
」
と
さ
れ
、
各

自
治
体
が
条
例
等
に
よ
り
地
域
の
実
情
に

応
じ
た
規
制
を
実
施
し
て
い
ま
す
が
、
今

般
、
改
正
さ
れ
た
食
品
衛
生
法
施
行
規
則

に
よ
り
、
ふ
ぐ
を
処
理
す
る
営
業
者
の
義

務
等
が
規
定
さ
れ
ま
し
た
。

◉
東
京
都
に
お
け
る
規
制

　

東
京
都
は
、
東
京
都
ふ
ぐ
の
取
扱
い
規

制
条
例
（
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）・
同

条
例
施
行
規
則（
以
下「
規
則
」と
い
う
。）

に
よ
り
、
ふ
ぐ
の
取
扱
い
を
規
制
し
て
い

　

冬
の
味
覚
「
ふ
ぐ
」、
安
全
に
提
供

す
る
た
め
に
は
、
法
令
を
遵
守
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

今
号
で
は
、
法
令
等
を
確
認
す
る
と

と
も
に
、東
京
都
食
品
安
全
審
議
会
（
以

下
「
審
議
会
」
と
い
う
。）
答
申
「
ふ

ぐ
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
制
度
の
在
り

方
に
つ
い
て
」
を
踏
ま
え
た
東
京
都
に

お
け
る
規
制
の
見
直
し
等
に
つ
い
て
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

ま
す
。
食
品
衛
生
法
、
国
通
知
で
示
さ
れ

た
規
制
の
範
囲
は
「
処
理
」
に
限
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
条
例
で
は
、「
食
用
の
ふ
ぐ

を
販
売
し
、
又
は
販
売
の
用
に
供
す
る
た

め
に
貯
蔵
し
、
処
理
し
、
加
工
し
、
若
し

く
は
調
理
す
る
こ
と
」
と
し
て
い
ま
す
。

　

規
制
の
柱
は
次
の
３
つ
で
す
。

１　

ふ
ぐ
調
理
師
免
許
制
度
（
人
に
対
す

る
規
制
）

　

ふ
ぐ
調
理
師
試
験
に
合
格
し
、
免
許
を

取
得
し
た
「
ふ
ぐ
調
理
師
」
が
ふ
ぐ
の
処

理
等
に
従
事
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

２　

ふ
ぐ
取
扱
所
認
証
制
度
（
施
設
に
対

す
る
規
制
）

　

ふ
ぐ
取
扱
所
ご
と
に
専
任
の
ふ
ぐ
調
理

師
を
設
置
し
、
都
知
事
の
認
証
を
受
け
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
認
証
書
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

３　

ふ
ぐ
加
工
製
品
取
扱
届
出
制
度

　

身
欠
き
ふ
ぐ
等
の
ふ
ぐ
加
工
製
品
を
取

り
扱
う
場
合
に
は
、
保
健
所
へ
届
出
を
行

い
、
届
出
済
票
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

ま
た
、仕
入
等
に
関
す
る
記
録
の
作
成
・

保
管
が
義
務
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
身
欠
き
ふ
ぐ
及
び
精
巣
は
、
規

則
で
定
め
る
表
示
（
身
欠
き
ふ
ぐ
に
お
い

て
は
、
有
毒
部
位
除
去
済
で
あ
る
旨
等
）

が
必
要
で
す
。

【
制
度
見
直
し
の
背
景
】

◉
国
の
動
き

　

食
品
衛
生
法
改
正
に
伴
い
、
ふ
ぐ
を
処

理
す
る
者
の
知
識
技
術
の
全
国
平
準
化
等

を
目
的
に
、
国
通
知
「
ふ
ぐ
処
理
者
の
認

定
基
準
に
つ
い
て
」が
発
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
通
知
に
よ
り
、
ふ
ぐ
処
理
者
の
認
定

に
必
要
な
事
項
（
試
験
科
目
等
）、
他
自

治
体
の
有
資
格
者
の
受
入
れ
に
関
す
る
手

続
等
が
示
さ
れ
、
各
自
治
体
は
、
条
例
等

の
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

一
方
、
同
通
知
は
、
地
域
の
実
情
を
踏

ま
え
た
認
定
基
準
へ
の
追
加
要
件
の
設
定

が
可
能
と
し
て
い
ま
す
。

◉
東
京
都
の
地
域
特
性
や
現
状

１　

東
京
都
に
お
け
る
ふ
ぐ
の
流
通
状
況

　

東
京
都
で
は
、
食
用
不
可
、
種
類
不
明

ふ
ぐ
を
含
め
多
種
多
様
な
ふ
ぐ
が
流
通
し

て
い
ま
す
。

２　

ふ
ぐ
を
取
り
扱
う
認
証
施
設
の
状
況

　

多
店
舗
展
開
す
る
施
設
が
多
く
、
有
資

格
者
の
複
数
施
設
兼
任
が
容
易
な
環
境
に

あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
認
証
書
の
掲
示
に
よ
り
、
知
事

が
認
め
た
ふ
ぐ
を
処
理
す
る
施
設
で
あ
る

こ
と
を
都
民
に
明
示
で
き
て
い
ま
す
。

３　

ふ
ぐ
加
工
製
品
の
状
況

　

東
京
都
の
調
査
で
は
、
ふ
ぐ
の
除
毒
処

理
状
況
は
大
き
く
改
善
し
て
い
ま
す
。

◉
審
議
会
答
申
（
見
直
し
の
方
向
性
）

　

国
の
動
き
や
東
京
都
の
実
情
を
踏
ま
え

た
審
議
会
で
の
検
討
の
結
果
、
次
の
４
点

の
見
直
し
の
方
向
性
が
示
さ
れ
ま
し
た

（
令
和
３
年
10
月
13
日
答
申
）。

１　

規
制
範
囲

　

有
資
格
者
の
関
与
で
食
用
不
可
の
ふ
ぐ

の
排
除
が
図
れ
る
た
め
、
規
制
範
囲
は
、

販
売
、
販
売
の
用
に
供
す
る
た
め
の
貯
蔵

及
び
処
理
ま
で
と
し
、
ま
た
、
有
毒
部
位

の
確
実
な
除
去
で
、
加
工
、
調
理
を
除
外

し
て
も
安
全
性
は
確
保
さ
れ
る
た
め
、
規

制
範
囲
か
ら
加
工
・
調
理
を
除
外
す
る
方

向
性
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

２　

ふ
ぐ
調
理
師
免
許
制
度

　

国
の
認
定
基
準
等
を
踏
ま
え
、
ふ
ぐ
調

理
師
免
許
制
度
に
つ
い
て
次
の
見
直
し
の

方
向
性
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

３　

ふ
ぐ
取
扱
所
認
証
制
度

　

有
資
格
者
の
下
で
の
ふ
ぐ
の
取
扱
い
を

確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
、
現
行
の
認
証

制
度
を
維
持
す
る
方
向
性
が
示
さ
れ
ま
し

た
。

４　

ふ
ぐ
加
工
製
品
取
扱
届
出
制
度

　

除
毒
状
況
の
改
善
で
、
ふ
ぐ
加
工
製
品

は
一
般
食
品
と
区
別
し
て
取
り
扱
う
必
要

が
な
い
こ
と
、
事
業
者
が
食
品
表
示
法
等

の
表
示
事
項
を
遵
守
し
、
食
品
衛
生
法
に

基
づ
く
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
に
沿
っ
た
衛
生
管
理

を
行
う
こ
と
に
よ
り
安
全
性
の
確
保
が
担

保
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
廃
止
の
方
向
性
が

示
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
後
、
審
議
会
答
申
を
踏
ま
え
、
条
例

等
の
改
正
が
行
わ
れ
る
予
定
で
す
。

　

制
度
変
更
は
、
条
例
改
正
後
と
な
り
ま

す
。
今
後
、
東
京
都
Ｈ
Ｐ
等
に
よ
り
情
報

提
供
し
て
い
き
ま
す
の
で
、
関
係
事
業
者

の
皆
様
に
は
、
御
注
意
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

〈
東
京
都
食
品
安
全
審
議
会
答
申
〉

 https://www.fukushihoken.
 metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/
 jourei/tousin.html 

【ふぐ処理に係る改正食品衛生法施行規則】
営業者の
義務

ふぐ処理者又はふぐ処理者の立会いの
下にふぐを処理させなければならない。

施設基準

除去した有毒部位の保管をするため、
施錠できる容器等を備えること。
ふぐの処理をするための専用の器具を
備えること。

ふぐを凍結する場合にあっては、ふぐ
を -18度以下で急速に凍結できる機能
を備える冷凍設備を有すること。

【現行のふぐ調理師試験の概要】

受験資格 ・調理師免許取得者・ふぐ調理師の下で２年以上の従事経験者

試験内容

・学科試験：条例・規則に関すること、ふ
ぐに関する一般知識
・実技試験：種類鑑別、内臓識別、除毒処理（調
理技術を含む）

他自治体
からの
受入要件

都と同等以上の試験内容である自治体の免
許取得者で、調理師免許取得者かつ都知事
が行う、都条例及び規則に関することを扱っ
た講習会を受講した者。

【ふぐ調理師免許制度見直しの方向性】

受験資格
なし
（調理師資格を外すため、資格名称も変
更する必要あり。）

試験内容
・学科試験：水産食品の衛生に関する知
識の問題を加える必要あり。
・実技試験：（調理技術を外す。）

他自治体
からの
受入要件

・調理師資格を外す。
・講習会の内容に都内に流通するふぐに
関することを加える。
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2020年度版の
「巡回活動記録簿」
を回収しています

教
育
事
業
の
進
捗
状
況
を
報
告

自
治
指
導
事
業
運
営
委
員
会
を
開
催

指
導
活
動
で
活
発
な
意
見
交
換

自
治
指
導
員
部
長
会
を
開
催

教
育
事
業
の
状
況
が
報
告
さ
れ
た

自
治
指
導
事
業
運
営
委
員
会

指
導
事
業
運
営
委
の
協
議
事
項
が

報
告
さ
れ
た
自
治
指
導
員
部
長
会
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お知らせ

　

令
和
３
年
度
第
１
回
自
治
指
導
員
部

長
会
が
11
月
29
日
（
月
）
午
後
、
渋
谷

区
の
食
品
衛
生
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

　

東
食
協
の
武
田
専
務
理
事
、
自
治
指

導
事
業
運
営
委
員
会
河
西
委
員
長
、
ま

た
、
行
政
を
代
表
し
て
東
京
都
福
祉
保

健
局
健
康
安
全
部
食
品
監
視
課
伊
藤
統

括
課
長
代
理
が
挨
拶
を
述
べ
た
後
、
自

治
指
導
事
業
運
営
委
員
会
に
上
程
し
、

承
認
さ
れ
た
令
和
３
年
度
教
育
事
業
等

の
進
捗
状
況
、
指
導
活
動
の
活
性
化
に

向
け
た
取
り
組
み
に
つ
い
て
説
明
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
指
導
員
部
長
へ
の
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
結
果
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
説

明
を
行
っ
た
後
、
活
発
な
意
見
交
換
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

令
和
３
年
度
第
１
回
自
治
指
導
事
業

運
営
委
員
会
（
会
長
の
諮
問
機
関
、
河

西
紀
道
委
員
長
）
が
11
月
24
日
（
水
）

午
後
、
渋
谷
区
の
食
品
衛
生
セ
ン
タ
ー

に
お
い
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
委
員
会
は
、
食
品
衛
生
の
自
主

管
理
を
進
め
て
い
く
上
で
中
核
的
な
役

割
を
果
た
し
て
お
り
、
食
品
衛
生
自
治

指
導
員
の
活
動
展
開
を
図
る
た
め
の
事

業
計
画
等
を
検
討
す
る
場
と
し
て
設
置

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

委
員
会
は
、
東
食
協
の
武
田
専
務
理

事
、
行
政
を
代
表
し
て
東
京
都
福
祉
保

健
局
健
康
安
全
部
食
品
監
視
課
伊
藤
統

括
課
長
代
理
、
河
西
委
員
長
の
挨
拶
の

後
、
委
員
長
を
議
長
に
議
事
が
進
行
。

　

事
務
局
か
ら
①
令
和
３
年
度
教
育
事

業
等
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
、
②
第
２

次
指
導
員
活
動
の
活
性
化
に
向
け
た
取

り
組
み
に
つ
い
て
、
③
指
導
員
部
長
へ

の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
説
明
を
行
っ
た
後
、
意
見
交

換
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

意
見
交
換
で
は
従
来
の
巡
回
活
動
の

強
化
及
び
活
性
化
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
表
彰
制
度
を
継
続
す
る
こ
と
に

加
え
、
新
た
な
指
導
員
活
動
の
活
性
化

の
取
り
組
み
で
あ
る
自
治
指
導
員
向
け

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
に
つ
い
て
、
活
発
な

議
論
が
交
わ
さ
れ
、
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン

に
つ
い
て
は
令
和
４
年
１
月
以
降
に
配

信
す
る
旨
が
了
承
さ
れ
る
な
ど
、
円
滑

に
同
会
が
締
め
く
く
ら
れ
ま
し
た
。

◎
委
員
の
方
々
は
次
の
と
お
り
で
す
。

（
敬
称
略
）

　

委
員
長
・
河
西
紀
道
（
墨
田
区
食
協

会
長
）、
副
委
員
長
・
岩
間
一
夫
（
北

区
食
協
会
長
）、
向
後
勇
（
千
代
田
食

協
会
長
）、
齋
藤
仁
（
江
戸
川
区
食
協

副
会
長
）、
市
野
直
春
（
渋
谷
食
協
会

長
）、反
保
耕
二
（
新
宿
区
食
協
会
長
）、

長
谷
川
昭
司
（
世
田
谷
区
食
協
会
長
）、

早
川
元
康
（
足
立
区
食
協
会
長
）、
橋

本
敏
政
（
南
多
摩
食
協
会
長
）、
井
上

米
次
（
北
多
摩
南
部
食
協
相
談
役
）、

市
村
一
美
（
東
京
都
豆
腐
商
工
組
合
理

事
長
）、
宮
昭
彦
（
中
央
卸
売
市
場
衛

生
委
員
長
）

た
と
こ
ろ
で
す
。
昨
年
度
に
引
き

続
き
、
今
年
度
に
お
い
て
も
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
配
慮

し
、
毎
年
四
月
中
旬
頃
か
ら
行
っ

て
お
り
ま
し
た
地
域
食
協
の
自
治

指
導
員
講
習
会
が
未
開
催
と
な
る

な
ど
、
回
収
す
る
機
会
が
な
く
な

り
回
収
数
が
昨
年
同
様
に
厳
し
い

状
況
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
り
ま
す

が
、
自
治
指
導
員
の
皆
様
に
よ
る

巡
回
指
導
活
動
は
、
食
品
衛
生
の

向
上
及
び
最
新
情
報
の
提
供
等
に

大
き
く
寄
与
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
第
２
次
指
導
員
活
動
活

性
化
に
向
け
た
取
り
組
み
に
お
い

て
も
、
回
収
・
記
載
率
の
向
上
を

目
指
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
自
治

指
導
員
部
長
ま
た
は
総
合
事
務
所

へ
の
返
却
に
ご
協
力
願
い
ま
す
。

【
返
却
方
法
】

「
巡
回
活
動
記
録
簿
」
の
返
却

に
つ
き
ま
し
て
は
、
巡
回
活
動
内

容
の
記
載
を
ご
確
認
の
上
、
指
導

員
部
長
ま
た
は
管
轄
の
総
合
事
務

所
ま
で
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

２
０
２
０
年
度
版
「
巡
回
活
動
記
録

簿
」
の
回
収
に
つ
い
て
は
、「
食
品
衛

生
自
治
指
導
員
だ
よ
り
第
２
６
２
号
・

第
２
６
３
号
」
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お

い
て
も
回
収
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し

　

東
食
協
で
は
、
自
治
指
導
員
と
の
情

報
共
有
の
取
り
組
み
と
し
て
メ
ー
ル
マ

ガ
ジ
ン
の
配
信
を
開
始
し
ま
す
。

　

配
信
は
、
原
則
月
１
回
と
し
、
掲
載

内
容
に
つ
い
て
は
①
「
食
中
毒
の
発
生

状
況
」
〜
元
食
品
衛
生
監
視
員
に
よ
る

解
説
、
②
「
食
品
衛
生
の
最
新
情
報
」

〜
地
域
食
協
が
開
催
す
る
「
食
品
衛
生

実
務
講
習
会
」
の
開
催
日
程
等
、③
「
広

報
誌
「
東
京
の
食
品
界
」
の
注
目
記
事
」

〜
、「
技
研
ト
ピ
ッ
ク
ス
」
や
「
こ
ん

に
ち
は
保
健
師
」
等
、
④
「
地
域
食
協

だ
よ
り
」
〜
各
地
域
食
協
開
催
の
自
治

指
導
員
研
修
会
、
街
頭
相
談
等
の
活
動

な
ど
有
用
な
情
報
を
盛
り
込
ん
だ
も
の

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
こ
の
機
会
に
登
録
い
た
だ

き
、
巡
回
指
導
活
動
に
お
役
立
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
登
録
に
つ
い

て
は
、
令
和
３
年
12
月
か
ら
可
能
と
な

り
ま
す
。
な
お
、
配
信
に
つ
い
て
は
令

和
４
年
１
月
以
降
、
25
日
の
配
信
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

﹇
登
録
方
法
﹈

※
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
の
読
み
取
り
又
は
Ｕ
Ｒ

Ｌ
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
、「
配
信
希
望

登
録
ペ
ー
ジ
」
が
表
示
さ
れ
る
の
で
、

氏
名
・
所
属
食
協
名
・
送
信
先
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
記
入
し
て
、
送
信
ボ
タ
ン

を
押
し
て
く
だ
さ
い
。
送
信
後
、
登
録

完
了
メ
ー
ル
が
届
き
ま
す
。

※
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
で
、
こ
の
メ
ー

ル
マ
ガ
ジ
ン
を
受
信
す
る
際
、
迷
惑
拒

否
設
定
を
さ
れ
て
い
る
方
は
、
事
前
に

左
記
の
ア
ド
レ
ス
が
受
信
で
き
る
よ
う

設
定
を
し
て
く
だ
さ
い
。
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東食協と指導員の
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2020年度東京都食中毒発生状況 速報

令和３年 11月 30 日現在

②原因施設別発生件数①病因物質別発生件数
期間 1/1 ～ 11/30

原因施設 件数 患者数

飲食店
営　業

一般 52 168

仕出し 1 21

自動車 1 5

集団給食
要許可 2 149

届出 2 89

魚介類販売業 5 5

菓子製造業 1 6

家庭 4 4

不明 2 2

合計 70 449

期間 1/1 ～ 11/30

病因物質 件数 患者数

ウイルス ノロウイルス 6 54

細菌

カンピロバクター 17 54

黄色ブドウ球菌 2 26

ウエルシュ菌 4 250

セレウス菌 1 2

腸管出血性大腸菌 2 7

寄生虫 アニサキス 35 36

化学物質
ヒスタミン 1 17

次亜塩素酸ナトリウム 2 3

合計 70 449


